
監 査 告 示 第１９号 

令和５年１０月２５日 

                                      

                     鹿児島市監査委員 宮 之 原     賢 

                     同        小  迫  義  仁 

                     同        大  園  た つ や 

                     同        米  山  たいすけ 

 

 

令和５年度第１回財政援助団体等監査の結果に関する報告について（公表） 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき実施した財政援助団体等監査の結果に関する報

告について、同条第９項の規定により公表します。 

  

 

記 

                      

１ 監査の基準 

  この監査は、鹿児島市監査基準に基づいて実施した。 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査 

 

３ 監査の対象 

 (1) 監査対象団体          

   ア 公益財団法人かごしま環境未来財団 

所在地 鹿児島市城西二丁目１番５号 

区 分  

(ア) 出資団体                        

出資金の名称 かごしま環境未来財団出捐金（所管課：環境政策課） 

出資金の額  ３，０００，０００円 

(イ) 公の施設の指定管理者 

施設名    かごしま環境未来館（所管課：環境政策課） 

委託費の額  １７７，０４７，０００円（令和４年度決算額） 

イ  富士建設工業・芙蓉商事共同企業体    



所在地 鹿児島市伊敷６丁目１２番３２号三竹ビル２０２ 

区 分 公の施設の指定管理者 

施設名   北部斎場及び南部斎場（所管課：環境衛生課） 

委託費の額 ２４７，９１９，１００円（令和４年度決算額） 

  (2) 対象範囲 

   原則として令和４年度に執行された事業又は業務 

 

４ 監査の着眼点 

  令和４年度の財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について、出資団体については、

事業が出資目的に沿って適正に運営されているかを、公の施設の指定管理者については、施

設の管理に係る業務が設置目的に沿って適正に行われているかを監査した。 

 

５ 監査の主な実施内容 

  本市監査基準に基づいて、諸帳簿、関係書類等の抽出による調査を行うとともに、関係者

から説明を聴取するなどの方法により実施した。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

(1)  実施場所 

 監査事務局、監査対象局部課及び団体の執務室、監査対象となる公の施設 

(2)  実施日程 

 令和５年８月８日から同年１０月２５日まで 

 

７ 監査の結果 

  各団体の監査結果は次のとおりであった。 

(1) 公益財団法人かごしま環境未来財団（出資金、公の施設の指定管理者） 

出捐金については、事業運営が出資目的に沿って適正になされていると認めた。 

公の施設の指定管理者については、施設の管理に係る業務が設置目的に沿っておおむね

適正に行われていると認めた。 

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、指導事項として関係所属長に別途

指示した。 

(2) 富士建設工業・芙蓉商事共同企業体（公の施設の指定管理者） 

公の施設の指定管理者については、施設の管理に係る業務が設置目的に沿って適正に行

われていると認めた。 

 

 



[参考] 

監査の結果における指摘事項等の区分は次のとおり 

区   分 基  準 

指導事項 
改善又は是正を要するが、内容が比較的軽微で指摘事項に至らないと認め

られるもの 

指摘事項 
法令、条例、規則等に違反しているもの及び法令等に違反はないが指摘すべ

き事項であると認められるもの 

意見 改善について検討を求めるもの 

 

 


